
 

 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福島県教育庁相双教育事務所学校教育課

〒975-0031 

福島県南相馬市原町区錦町一丁目 30番地 

ＴＥＬ:(0244)26-1314 

ＦＡＸ:(0244)26-1318 

E-mail:sousou.kyouiku@pref.fukushima.lg.jp 

○日 時：令和７年６月１２日（木）９：５０～１６：１５ 

○会  場：万葉ふれあいセンター（南相馬市鹿島区寺内字迎田２２） 

○参加者：小学校教諭１６名、中学校教諭２２名、合計３８名 

○内 容：講義・演習「道徳教育の要点と指導の実際」 

講     義「『総合的な学習の時間』の要点」 

講義・演習「特別活動の要点と指導の実際」 

 

〇 今日学んだ３つの教科について、1つでも多くのことを実践できるよう教材研究 

を行い、ゴールから逆算して、授業を組み立てていきたいと思った。 

〇 担任として総合や道徳の授業を行ってきたが、難しさを痛感していた。今回学 

んだことを生かすために、これまでの自分の授業を見つめなおし、どのような工夫 

や働きかけを取り入れれば、児童の理解が深まっていくか考えていくようにしたい。 

〇 本研修を通して、学校生活で大切なことは対話であると思った。対話すること 

で、道徳心や探究心が生まれ、他者を尊重することにもつながると思う。 

〇 本日学んだことを生かし、発問の工夫や学級会の事前準備に取り組んでみた 

いと思った。授業づくりの難しさとともに、面白さを感じた 1日だった。 

EPORT
研修会

【研修のまとめ】 

 本日の講義、演習等の内容を踏まえ、初任者として今後、授業実践や研修等に臨むにあたり、以下のこと

に留意していただきたいと思います。 

○ 道徳教育は、「考え、議論する道徳」への転換を図り、特別の教科である道徳を要として、教育活動全体

を通して行う。また、道徳科の授業においては、道徳的諸価値についての理解を基に、多面的・多角的な考

えを引き出すような指導の工夫を図ること。 

○ 総合的な学習の時間では、各教科で身に付けた資質・能力を活用しながら、問題解決的な学習が発展

的に繰り返されていく探究的な過程を重視すること。 

○ 特別活動は「人間関係形成」「社会参画」「自己実現」の三つの視点から取組を見直し、教育活動全体

を通して、自主的・実践的な態度の育成を図ること。 

 研修の感想

欄 

   


